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譲渡のお尋ねを /便利でお得なマイナンバーカード

　平成30年中に土地・建物を譲渡または交換した方へ

「譲渡のお尋ね」とは？
　土地・建物などの資産を売って得た所得は「譲渡所得」として、確定申告が必要になります。（金銭のや
り取りがなく、交換した場合についても、同様に申告をしなければ、税法上の特例が受けられません。）
　譲渡所得には多くの特別措置があるため、市では、土地・建物などを譲渡または交換した方を対象に、あ
らかじめ確定申告の前に、その準備として「譲渡所得の内訳書」の作成等に関する相談会を行います。

確定申告時ではなく、必ず事前の相談会にお越しください！
　確定申告の期間中は申告会場が混雑するため、この「譲渡のお尋ね」を
受けていない方は、２月から行われる市の「確定申告受付」で対応するこ
とができません。
　なお、税務署に直接申告される方や税理士などに依頼される方のお越し
は不要です。
※内容により税務署にご案内する場合がございますのでご了承ください。

■日　時　１月10日（木）・11日（金）
　　　　　午前の部　  9時～12時　　午後の部　13時～16時
■場　所　市役所１階102会議室
■対象者　土地・建物などを譲渡あるいは、交換された方で市に住民登録のある方。

※市から「譲渡に関する確定申告予定者」向けに通知をしますが、その通知の有無に関わらず土
地・建物などの譲渡があった方はお越しください。

■持ち物　売買契約書・取得費や売買に要した費用の領収書など
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確定申告の前に「譲渡のお尋ね」を！

■問い合わせ　税務収納課 市民税担当（内線153～155）
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※1　赤枠内が有効期限


